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議案第８４号 

 

川崎市手数料条例の一部を改正する条例の制定についての市長の専決処

分の承認について 

 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、議会の議決すべき事件について

特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると

認め、次のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により、これを報告し、

承認を求める。 

 

平成２０年 ６ 月 ２ 日提出 

川崎市長 阿 部 孝 夫 
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   専 決 処 分 書 

 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、議会の議決すべき事件について

特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると

認め、川崎市手数料条例の一部を改正する条例の制定について次のとおり専決

処分する。 

 

平成２０年 ４ 月３０日 

川崎市長 阿 部 孝 夫 

 

川崎市手数料条例の一部を改正する条例 

川崎市手数料条例（昭和２５年川崎市条例第６号）の一部を次のように改正

する。 

第２条第６号中「若しくは第１０条の２第１項から第５項まで」を「、第１

０条の２第１項から第５項まで若しくは第１２６条」に改め、「第１２０条第

１項」の次に「若しくは第１２６条」を加え、同条第７号中「又は第１０条の

２第１項から第５項まで」を「、第１０条の２第１項から第５項まで又は第１

２６条」に改め、同条第８号中「第１０条の２第１項から第５項までの規定」

の次に「若しくは同法第１２６条の規定」を、「第１２０条第１項」の次に「若

しくは第１２６条」を加え、同条第９号中「又は第１０条の２第１項から第５

項まで」を「若しくは第１０条の２第１項から第５項までの規定又は同法第１

２６条」に改め、同条第１０号中「第４８条第２項（同法第１１７条において

準用する場合を含む。）」の次に「若しくは第１２６条」を加え、同条第２３

９号中「第１６条第８項」を「第１５条の９第１項」に改める。 

附 則 
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この条例は、平成２０年５月１日から施行する。ただし、第２条第２３９号

の改正規定は、公布の日から施行する。 

 

 

  理 由 

 

地方税法等の一部を改正する法律が平成２０年４月３０日に公布され同月１

日から施行されること及び地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を

改正する政令が同年３月１９日に公布され同年５月１日から施行されることと

なり、早急に川崎市手数料条例の一部を改正する条例を制定する必要が生じた

ため 

 


